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  条   例   

条 例 第  ４５  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例を公布

する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例（平成１２年条例第４２号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第１条第１項中「平成１２年４月」を「令和６年４月」に改め、同条第２項中    

「１．００２５」を「１．０２７」に改め、同項ただし書中「５，８９０，２００円」

を「５，９０４，９００円」に改める。 

 第２条第１号中「１，１３２，７００円」を「１，１６３，３００円」に改め、同

条第２号中「８４９，５００円」を「８７２，４００円」に改め、同条第３号中     

「７９２，０００円」を「８１３，４００円」に改める。 

 第３条中「一」を「いずれか」に、「平成１２年４月分以降」を「令和６年４月分

以降」に改め、同条第１号中「平成１２年４月分から平成１５年３月分までにおいて

は、２６９，９００円」を「国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号）附則第７８条第２項の規定により読み替えられてなおその効力を有するもの

とされた同法による改正前の厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第６２条

の２第１項第１号に規定する子が２人以上あるときの加算額が２６７，５００円を上

回る場合にあっては、２６７，５００円に恩給法による恩給改定率の改定等に関する

政令（平成２０年政令第１２０号）（以下「令」という。）第２条第１項で定める額

を加算した額」に改め、同条第２号中「平成１２年４月分から平成１５年３月分まで

においては、１５４，２００円」を「国民年金法等の一部を改正する法律附則第７８
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条第２項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による

改正前の厚生年金保険法第６２条の２第１項第１号に規定する子が１人あるときの加

算額が１５２，８００円を上回る場合にあっては、１５２，８００円に令第２条第２

項で定める額を加算した額」に改め、同条第３号中「平成１２年４月分から平成１５

年３月分までにおいては、１５４，２００円」を「国民年金法等の一部を改正する法

律附則第７８条第２項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされ

た同法による改正前の厚生年金保険法第６２条の２第１項第２号に規定する加算額

（国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第２７条の３又は第２７条の５の規定に

より改定した改定率を乗じて得たものに限る。）が１５２，８００円を上回る場合に

あっては、１５２，８００円に令第２条第３項で定める額を加算した額」に改める。 

 第４条第１項中「（昭和６０年法律第３４号）」を削る。 

 別表を次のように改める。 

別表 

退隠料、遺族扶助料の年額の計算の基

礎となっている給料年額 
仮定給料年額 

円 

１，１４７，０００ 

１，１９７，８００ 

１，２５０，０００ 

１，３０１，７００ 

１，３５４，６００ 

１，３８７，４００ 

１，４２０，３００ 

１，４５７，６００ 

１，５１０，８００ 

１，５５６，６００ 

１，５９９，４００ 

１，６５１，０００ 

１，７０３，１００ 

１，７５９，８００ 

円 

１，１７８，０００ 

１，２３０，１００ 

１，２８３，８００ 

１，３３６，８００ 

１，３９１，２００ 

１，４２４，９００ 

１，４５８，６００ 

１，４９７，０００ 

１，５５１，６００ 

１，５９８，６００ 

１，６４２，６００ 

１，６９５，６００ 

１，７４９，１００ 

１，８０７，３００ 
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１，８１７，２００ 

１，８８８，７００ 

１，９３３，９００ 

１，９９２，０００ 

２，０４８，７００ 

２，１６１，０００ 

２，１９１，２００ 

２，２７７，８００ 

２，３９２，８００ 

２，５２０，０００ 

２，５８４，９００ 

２，６４６，８００ 

２，７３５，２００ 

２，７８７，３００ 

２，９３８，０００ 

３，０１２，９００ 

３，０９０，９００ 

３，２４１，４００ 

３，３９３，０００ 

３，４３２，６００ 

３，５５７，９００ 

３，７３５，７００ 

３，９１１，９００ 

４，０２０，６００ 

４，１２６，７００ 

４，３４２，０００ 

４，５５２，８００ 

４，５９４，２００ 

４，７５８，０００ 

４，９６４，６００ 

１，８６６，３００ 

１，９３９，７００ 

１，９８６，１００ 

２，０４５，８００ 

２，１０４，０００ 

２，２１９，３００ 

２，２５０，４００ 

２，３３９，３００ 

２，４５７，４００ 

２，５８８，０００ 

２，６５４，７００ 

２，７１８，３００ 

２，８０９，１００ 

２，８６２，６００ 

３，０１７，３００ 

３，０９４，２００ 

３，１７４，４００ 

３，３２８，９００ 

３，４８４，６００ 

３，５２５，３００ 

３，６５４，０００ 

３，８３６，６００ 

４，０１７，５００ 

４，１２９，２００ 

４，２３８，１００ 

４，４５９，２００ 

４，６７５，７００ 

４，７１８，２００ 

４，８８６，５００ 

５，０９８，６００ 
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５，１７０，１００ 

５，３７４，２００ 

５，５０３，１００ 

５，６４０，４００ 

５，９０４，９００ 

５，３０９，７００ 

５，５１９，３００ 

５，６５１，７００ 

５，７９２，７００ 

６，０６４，３００ 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の熊本市退隠料、遺族

扶助料の年額の改定に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）の規

定は、令和６年４月１日（次項において「適用日」という。）から適用する。 

２ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、熊本市退隠料退職給与

金死亡給与金遺族扶助料条例（大正１４年告示第２５号）及びこの条例による改正

前の熊本市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた退隠料又は遺族扶助料は、改正後の条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の

内払とみなす。 
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条 例 第  ４６  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第 

５８号）の一部を次のように改正する。 

  

 第２条第３号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第４号中「第２

条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第５号中「第２条第１４項」を「第

２条第１５項」に改める。 

 別表第１に次のように加える。 

１５ 乳幼児又は児童を養育している者等に対する当該乳幼児又は児童の医療

費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公布の日又は

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令

和６年法律第４６号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日か

ら施行する。 
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条 例 第  ４７  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市立小学校及び中学校設置条例（昭和３９年条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

題名を次のように改める。 

   熊本市立小学校、中学校及び義務教育学校設置条例 

第１条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

第２条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改め、同条第１号の表

熊本市立中緑小学校の項から熊本市立川口小学校の項までを削り、同条第２号の表熊

本市立天明中学校の項を削り、同条に次の１号を加える。 

(3) 義務教育学校 

名称 位置 

熊本市立天明みらい学

園 

熊本市南区奥古閑町２１４６番地１ 

 

附 則 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行う

ことができる。 
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条 例 第  ４８  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例（平成２６年条例

第５８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項中「員数」の次に「（熊本市地域包括支援センター運営協議会が第１

号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認め

るときは、常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地

域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当

該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）

によることができる。次項において同じ。）」を加え、同条第２項中「前項の」を「第

１項の」に改め、同項の表中「前項第１号から第３号まで」を「第１項各号」に、「前

項第１号に」を「第１項第１号に」に、「前項第２号」を「同項第２号」に改め、同

項を第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、熊本市地域包括支援センター運営協議会が地域包括支

援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センター

が担当する区域を一の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数について、お

おむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員

数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地

域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、
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当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同

項各号に掲げる者のうちから２人とする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４９  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関す

る条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関す

る条例（平成２９年条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第５号中「第２条第２０項」を「第２条第２１項」に、「同条第２１項」を

「同条第２２項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ５０  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市国民健康保険条例（昭和５０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２４条第１項中「６箇月」の次に「（ただし、急患等として保険医療機関又は保

険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となる

までの期間として最長１年）」を加える。 

 第３０条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」

を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２４条の規定は、令和６年度分の保険料のうち令和６

年１２月以後の期間に係るもの及び令和７年度以後の保険料について適用し、令和

６年度分のうち令和６年１１月以前の期間に係るもの及び令和５年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政

令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定に

よりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした
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行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

 （提出理由） 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行による国民健康保険法（昭和  

３３年法律第１９２号）の一部改正等に伴い、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6 年 10 月 31 日      熊 本 市 公 報          第 1487 号 

 

- 2219 - 

 

  規   則   

規 則 第  ６８  号   

令和 ６ 年 ９ 月２６日   

 

 熊本市香りの森条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市香りの森条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市香りの森条例施行規則（平成１７年規則第３４号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条第１項中「（様式第１号）」を削り、同条第３項中「（様式第２号）」を削

る。 

 第３条第１項中「（様式第３号）」を削り、同条第３項中「（様式第４号）」を削

り、同条第４項中「（様式第５号）」及び「（様式第６号）」を削る。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、条例第３条に規定する使用の許可を受けた者は、

許可及び許可に付した条件の範囲内で火気を使用することができる。 

 第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

 （書類の様式等） 

第５条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市長

が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 様式第１号から様式第６号までを削る。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ６９  号   

令和 ６ 年 ９ 月２６日   

 

 熊本市災害救助法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市災害救助法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市災害救助法施行細則（平成３１年規則第４６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

別表第１第１項第１号イ中「仮小屋を設置し、天幕を設営し」を「移動可能な施設、

車両等を設置し」に改め、同号ウ中「３４０円」を「３５０円」に改め、同項第２号

ア(ｲ)中「６，７７５，０００円」を「６，８８３，０００円」に改め、同表第２項第

１号ウ中「１，２３０円」を「１，３３０円」に改め、同表第３項第３号アの表中 

「  

19,200円 24,600円 36,500円 43,600円 55,200円 8,000 円 

31,800円 41,100円 57,200円 66,900円 84,300円 11,600円 

                              」 

               を              

「  

19,800円 25,400円 37,700円 45,000円 57,000円 8,300 円 

32,800円 42,400円 59,000円 69,000円 87,000円 12,000円 

                              」 

に改め、同号イの表中 
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「  

6,300 円 8,400 円 12,600円 15,400円 19,400円 2,700 円 

10,100円 13,200円 18,800円 22,300円 28,100円 3,700 円 

                              」 

               を              

「  

6,500 円 8,700 円 13,000円 15,900円 20,000円 2,800 円 

10,400円 13,600円 19,400円 23,000円 29,000円 3,800 円 

                              」 

に改め、同表第６項第１号イ中「５０，０００円」を「５１，５００円」に改め、同

項第２号ア中「自ら」を「、自ら」に改め、同号イ(ｱ)中「７０６，０００円」を     

「７１７，０００円」に改め、同号イ(ｲ)中「３４３，０００円」を「３４８，０００

円」に改め、同表第８項第３号イ(ｱ)中「４，８００円」を「５，２００円」に改め、

同号イ(ｲ)中「５，１００円」を「５，５００円」に改め、同号イ(ｳ)中「５，６００

円」を「６，０００円」に改め、同表第９項第３号中「２１９，１００円」を      

「２２６，１００円」に、「１７５，２００円」を「１８０，８００円」に改め、同

表第１１項第４号ア中「３，５００円」を「３，６００円」に改め、同号イ中      

「５，５００円」を「 ５，７００円」に改め、同表第１２項第２号中         

「１３８，７００円」を「１４０，０００円」に改める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ７０  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２７年

規則第９４号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１に次のように加える。 

１５ 乳幼児又は児童を養育

している者等に対する当該

乳幼児又は児童の医療費の

助成に関する事務 

熊本市こども医療費助成規則（平成１１年規則第

３１号）第６条第１項に規定する助成金の受給資

格の認定の申請に係る事実についての審査に関す

る事務 

熊本市こども医療費助成規則第１２条に規定する

助成金の受給資格の喪失又は変更に関する事務 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ７１  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例第４条第１項の年金たる給付

等を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例第４条第１項の年金たる

給付等を定める規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例第４条第１項の年金たる給付

等を定める規則（平成１２年規則第６７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「８１万円」を「８２万円」に改める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の熊本市退隠料、遺族扶

助料の年額の改定に関する条例第４条第１項の年金たる給付等を定める規則の規定は、

令和６年４月１日から適用する。 
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規 則 第  ７２  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市火災予防規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市火災予防規則の一部を改正する規則 

 

熊本市火災予防規則（昭和６３年規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の２を削る。 

 第５条第３項を削る。 

 第６条の３第２項を削る。 

 第６条の５第２項を削り、同条第３項を同条第２項とする。 

 第６条の７第２項を削る。 

 第６条の８第２項を削り、同条第３項を同条第２項とする。 

 第６条の１０第２項を削る。 

 第１２条の３第２項中「の申請書を受理したときは、その１部に申請受理印を押印

し、当該申請者に返付するとともに、当該」を「に規定する」に改める。 

 第１３条第２項を削る。 

 第１４条第２項を削る。 

 第１６条第２項を削る。 

 第１７条第２項を削り、同条第３項を同条第２項とする。 

 別表第２中「取扱って」を「取り扱って」に、「取扱う」を「取り扱う」に改め、

同表備考第４項各号中「取扱う」を「取り扱う」に改める。 

   

附 則 

 この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 
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規 則 第  ７３  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 児童手当の支払に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   児童手当の支払に関する規則の一部を改正する規則 

 

 児童手当の支払に関する規則（昭和５４年規則第７５号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１条第１項中「法附則第２条第１項に規定する給付を含む。」を削る。 

 第２条中「（法附則第２条第４項の規定により準用する場合を含む。）」を削る。 

 

附 則 

１ この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の児童手当の支払に関する規則の規定は、令和６年１０月

以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年９月以前の月分の児童手当（子

ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）第１２条の

規定による改正前の児童手当法（昭和４６年法律第７３号）附則第２条第１項に規

定する給付を含む。）の支給については、なお従前の例による。 
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規 則 第  ７４  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市事務分掌規則（平成８年規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１１項中「、こども・若者総合相談センター」を削り、同条第１２項中「建

築審査室」の次に「、市電延伸室」を加える。 

 別表(6)こども局の表こども福祉部の部こども家庭福祉課の項事務分掌の欄中第 

１６号を次のように改める。 

(16) 若者・ヤングケアラー支援センターに関すること。 

別表(6)こども局の表こども福祉部の部こども・若者総合相談センター（室）の項を

削る。 

 別表(10)都市建設局の表交通政策部の部移動円滑推進課の項事務分掌の欄中第５号

を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 市電延伸室（室）に関すること。 

 別表(10)都市建設局の表交通政策部の部移動円滑推進課の項の次に次のように加え

る。 

市電延伸室

（室） 

(1) 市電の延伸に関すること。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

 （熊本市こども・若者総合相談センター規則の廃止） 
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２ 熊本市こども・若者総合相談センター規則（平成２０年規則第３２号）は、廃止

する。 

 （熊本市物品会計規則の一部改正） 

３ 熊本市物品会計規則（昭和４０年規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第３４条第２項中「払い出し」を「払出し」に改める。 

  別表都市建設局の部都市政策部の款の次に次のように加える。 

交通政策部 移動円滑推進課 市電延伸室 

 （熊本市保健所条例施行規則の一部改正） 

４ 熊本市保健所条例施行規則（昭和４３年規則第８号）の一部を次のように改正す

る。 

  第５条中「、こども・若者総合相談センター」を削る。 

 （熊本市児童相談所設置条例施行規則の一部改正） 

５ 熊本市児童相談所設置条例施行規則（平成２４年規則第１１７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条中「、こども・若者総合相談センター」を削る。 
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規 則 第  ７５  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める規則

の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める

規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める規則

（平成２９年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

名称 設置目的 設置期間 

熊本市新庁舎整備基

本計画策定及び基本

設計・実施設計等業 

務受託事業者選定委

員会 

熊本市新庁舎整備基本計画策定及

び基本設計・実施設計等業務に係

る受託事業者の選定について、必

要な事項を審議する。 

令和６年１０月１

日から令和７年３

月３１日まで 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ７６  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則  

 

熊本市業務職員の給与に関する規則（平成１９年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

別表第１中「１４９，８００」を「１５５，０００」に、「１５０，７００」を     

「１５５，５００」に、「１５１，５００」を「１５６，０００」に、          

「１５２，４００」を「１５６，５００」に、「１５３，３００」を           

「１５７，０００」に、「１５４，３００」を「１５７，５００」に、          

「１５５，３００」を「１５８，０００」に、「１５６，１００」を           

「１５８，５００」に、「１５７，０００」を「１５９，０００」に、          

「１５８，０００」を「１５９，５００」に、「１５９，０００」を           

「１６０，０００」に、「１５９，９００」を「１６０，５００」に、          

「１６０，９００」を「１６１，０００」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 
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規 則 第  ７７  号   

令和 ６ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則（令和２年規則第２９号）の一部

を次のように改正する。 

 

別表第１中「１４９，８００」を「１５５，０００」に、「１５０，７００」を     

「１５５，５００」に、「１５１，５００」を「１５６，０００」に、          

「１５２，４００」を「１５６，５００」に、「１５３，３００」を           

「１５７，０００」に、「１５４，３００」を「１５７，５００」に、          

「１５５，３００」を「１５８，０００」に、「１５６，１００」を           

「１５８，５００」に、「１５７，０００」を「１５９，０００」に、          

「１５８，０００」を「１５９，５００」に、「１５９，００ ０」を           

「１６０，０００」に、「１５９，９００」を「１６０，５００」に、          

「１６０，９００」を「１６１，０００」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 
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規 則 第  ７８  号   

令和 ６ 年１０月 ８ 日   

 

 熊本市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市食品衛生法施行細則（昭和３６年規則第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１９条を第２０条とする。 

 第１８条第１項中「指定成分等含有食品健康被害情報届」を「健康食品の摂取に伴

う健康被害情報提供票」に改め、同条を第１９条とし、第１７条の次に次の１条を加

える。 

 （健康被害に関する情報の提供） 

第１８条 省令別表第１７第９号ロ及びハに規定する健康被害に関する情報を提供し

ようとする者は、健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票を保健所長に提出しな

ければならない。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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  訓   令   

訓 令 第  ６  号   

                         令和 ６ 年 ９ 月３０日   

 

 熊本市事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 

第１１条中こども・若者総合相談センター所長専決事項の項を削る。 

 別表第３中「庁舎建設準備室」及び「こども・若者総合相談センター」を削り、 

「建築審査室」 を 
「建築審査室 

市電延伸室」 
に改める。 

 

附 則 

 この訓令は、令和６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


